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雇用保険制度の給付見直し 
平成１５年５月以降、退職した時の基本手当給付日数と給付率等が 

引き下げられることになりました。 
 
厚生労働省では、雇用保険法の改正法案要網を作成し今通常国会に提出、 

4 月 25 日に可決され、来月 5月 1 日からの施行となりました。 

主な改正点は以下のとおりです。 
 

◆基本手当日額の給付率及び上限額の引き下げ。 

◆短時間労働者(週所定の労働時間が 20 時間以上 30 時間未満のいわゆるパートタイマー)と、それ以外の一般被

保険者との基本手当の給付内容の一本化、及び再就職が困難な壮年層(35 歳から 44 歳で被保険者であった期間

が 10 年以上の特定受給資格者)の所定給付日数を 30 日間延長。 
 

一般の離職者（自己都合・定年などによる離職者） 

被保険者であった期間 

離職時年齢 
１年未満

１年以上

５年未満

５年以上

１０年未満

１０年以上

２０年未満
２０年以上

全年齢 ９０日 １２０日 １５０日

４５歳未満 ３００日 障害者等の 

就職困難者 ４５歳以上６５歳未満 
１５０日

３６０日 

特定受給資格者（倒産・解雇などによる離職者） 

被保険者であった期間 

離職時年齢 
１年未満

１年以上

５年未満

５年以上

１０年未満

１０年以上

２０年未満
２０年以上

３０歳未満 ９０日 １２０日 １８０日 － 

３０歳以上３５歳未満 ２１０日 ２４０日

３５歳以上４５歳未満 
９０日 １８０日

２４０日 ２７０日

４５歳以上６０歳未満 １８０日 ２４０日 ２７０日 ３３０日

６０歳以上６５歳未満 

９０日 

１５０日 １８０日 ２１０日 ２４０日

 

◆高年齢求職者給付金(離職時の年齢が、 

６５歳以上で失業した場合に支給され 

る一時金)の所定給付日数を引き下げ、 

 右図の給付日数とする。 
◆教育訓練給付の見直し。（当ニュースＮｏ

◆就職促進手当(仮称)の創設及び、再就職手
◆高年齢雇用継続給付の支給要件の賃金低下

場合に改め、給付率を現行の２５％から１

に満６０歳となった被保険者からが対象と

予定とのことです。） 
 
      ホームページ  http://www.kait

ご質問・ご相談は  開東
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Fax stop!! 次回以降のＦＡＸ
 

被保険者であった期間   １年未満 １年以上

日        数    ３０日  ５０日 
.５７ 平成１５年２月号をご参照下さい。） 
当金の給付率及び上限額を引き下げ就職促進手当てに統合。 
割合を、１５％を超えて低下した場合から２５％を超えて低下した

５％に引き下げる。（詳細はまだ決定しておりませんが、施行日以降

なり、すでに受給している被保険者は改正前の給付率が適用される
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